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〇
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『
マ
イ
ン
ツ
市
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
　
（Das Friedensbuch der Stadt M

ainz

（D

（（

（
一
四
三
七
～
一
四
四
四
年
）
訳
・
註
釈
（
三
）
完

神
　
寶
　
秀
　
夫

〔
解
題
〕

〔
訳
・
註
釈
〕

〈
序
〉

第
一
条
～
第
三
三
条
（
『
史
淵
』
第
一
四
三
輯
（

第
三
四
条
～
第
六
五
条
（
同
第
一
四
七
輯
（

第
六
六
条
～
第
九
四
条
（
完
（
（
本
輯
（

〔
略
号
な
ど
〕

・
Ｂ
：D
er Stede buch

（1317/35

（
（
序
及
び
九
二
箇
条
：
第
一
～
五
七
条
は
一
三
〇
〇
年
定
立
（

・
Ｃ
：M

aintzer Friede-buch

（1352

（
（
序
及
び
一
一
七
箇
条
（

・
Ｆ
：Frankfurter Statut

（1318

（

・
Ｓ
：Speierer Statut

（1328

（

・
Ｗ
：Stadtfrieden für W

orm
s von K

aiser Friedrich I.

（1156

（

・
変
更
（
条
文
の
傍
線
部
も
含
む
（:

『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
か
ら
の
変
更



史
淵　

第
百
四
十
九
輯
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

一
一
〇

〔
訳
・
註
釈
〕

『
マ
イ
ン
ツ
市
平
和
法
典
』（
Ｄ
）（D

as Friedensbuch der S
tadt M

ainz

（D

））

〈
第
六
六
条
〉〔
親
族
の
葬
儀
な
い
し
病
気
を
理
由
と
す
る
、
市
外
追
放
者
の
一
時
帰
市
の
許
可
〕
（
Ｂ
第
四
三
条
、
Ｃ
第
四
二
条
（

同
じ
く
、
贖
罪
の
た
め
に
マ
イ
ン
ツ
を
去
っ
た
あ
る
者
の
父
あ
る
い
は
母
、
姉
妹
あ
る
い
は
兄
弟
、
女
性
の
親
族
あ
る
い
は
傍
系

親
が
マ
イ
ン
ツ
内
で
病
床
に
臥
す
か
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
場
合
、
当
該
者
は
確
か
に
、
彼
の
親
族
を
見
舞
い
、
見
送
る
た
め
に
八
日

間
マ
イ
ン
ツ
に
戻
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
市
長
達
の
了
承
の
下
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八
日
間
が

過
ぎ
る
と
、
そ
の
者
は
再
び
贖
罪
の
た
め
に
マ
イ
ン
ツ
を
去
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

本
条
か
ら
第
七
〇
条
ま
で
は
市
外
追
放
者
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。

（
二
（　

市
外
追
放
刑
に
服
し
て
い
る
時
で
も
、
依
然
と
し
て
、
親
族
の
葬
儀
な
い
し
病
気
の
際
に
は
、
市
長
の
了
承
を
得
れ
ば
八

日
間
マ
イ
ン
ツ
市
に
帰
還
で
き
た
。

（
三
（　

市
外
追
放
刑
は
、
マ
イ
ン
ツ
市
住
民
の
共
同
体
成
員
資
格
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

〈
第
六
七
条
〉〔
重
病
を
理
由
と
す
る
、
市
外
追
放
者
の
一
時
帰
市
の
許
可
〕
（
Ｂ
第
四
八
条
、
Ｃ
第
四
七
条
（

同
じ
く
、
あ
る
者
が
都
市
贖
罪
の
故
に
マ
イ
ン
ツ
外
に
て
重
い
病
の
床
に
臥
す
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
確
か
に
病
の
故
に
マ
イ
ン
ツ

に
戻
り
、
―
―
健
康
に
な
っ
て
立
ち
上
が
り
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
迄
―
―
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
、
彼
は
再
び
贖
罪
の
た
め
に
そ
こ
を
去
る
べ
き
で
あ
る
。
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一
一
一

（
一
（　

市
外
追
放
刑
に
服
し
て
い
る
時
で
も
、
依
然
と
し
て
、
自
ら
の
重
病
の
際
に
は
、
マ
イ
ン
ツ
市
に
帰
還
で
き
た
。

（
二
（　

市
外
追
放
刑
は
、
マ
イ
ン
ツ
市
住
民
の
共
同
体
成
員
資
格
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

〈
第
六
八
条
〉〔
市
外
追
放
中
の
滞
在
地
〕
（
Ｂ
第
五
〇
条
、
Ｃ
第
四
九
条
、
Ｆ
第
一
条
（

同
じ
く
、
都
市
贖
罪
の
故
に
マ
イ
ン
ツ
を
去
る
者
は
、
都
市
贖
罪
の
故
に
市
外
に
い
る
間
、
マ
イ
ン
ツ
と
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

（V
ilzbach

（
を
除
き
、
欲
す
る
所
に
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

（
一
（　

本
法
典
の
属
地
法
的
性
格
を
示
す
条
項
で
あ
る
。

（
二
（　

一
二
九
四
年
に
マ
イ
ン
ツ
都
市
参
事
会
は
帝
国
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
ス

（H
ohenfels

（
か
ら
南
隣
の
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
村
を
諸
権
利
と
と
も
に
獲
得
し
た
（
第
八
二
条
を
参
照
（
。

〈
第
六
九
条
〉〔
市
外
追
放
中
の
マ
イ
ン
ツ
に
お
け
る
船
中
滞
在
禁
止
〕
（
Ｂ
第
八
七
条
、
Ｃ
第
八
一
条
（

同
じ
く
、
都
市
贖
罪
の
故
に
都
市
を
去
る
者
は
、
―
―
直
接
に
目
的
地
へ
去
ろ
う
と
し
な
い
限
り
―
―
マ
イ
ン
ツ
に
て
船
の
中
に

留
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
違
反
す
る
者
は
、
二
倍
の
贖
罪
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
変
更
〕
マ
イ
ン
ツ
を
明
示
。

（
二
（　

市
長
裁
判
権
が
ラ
イ
ン
河
に
お
い
て
マ
イ
ン
ツ
に
面
し
て
い
る
部
分
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
示
す
条
項
で
あ
る
。



史
淵　

第
百
四
十
九
輯
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

一
一
二

〈
第
七
〇
条
〉〔
市
長
裁
判
権
の
管
轄
域
〕
（
Ｃ
第
九
四
条
、
Ｓ
第
五
八
条
、
Ｗ
第
六
条
（

同
じ
く
、
都
市
贖
罪
の
故
に
マ
イ
ン
ツ
を
去
っ
た
者
は
、
当
市
の
ブ
ル
ク
平
和
域
（burgfride

（
内
な
い
し
当
市
の
裁
判
所
〔
の

管
轄
権
〕
が
及
ぶ
範
囲
内
に
滞
在
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
一
（　

本
条
項
の
「
裁
判
所
」
と
は
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
司
宰
の
「
世
俗
裁
判
所
」
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
市
長
裁
判
権
の
管
轄
域

は
都
市
君
主
権
の
管
轄
域
を
枠
組
み
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
二
（　

皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
が
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
授
与
し
た
『
都
市
平
和
法
』
（
一
一
五
六
年
（
第
六
条
で
は
、
ブ
ル
ク
平
和

域
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
法
典
で
は
そ
れ
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
第
七
一
条
〉〔
市
長
の
不
法
占
有
自
由
世
襲
借
地
放
棄
命
令
へ
の
拒
否
〕
（
Ｂ
第
八
〇
条
、
Ｃ
第
七
七
条
（

同
じ
く
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
者
に
貸
し
出
さ
れ
た
期
間
を
越
え
て
他
の
者
の
自
由
世
襲
借
地
に
住
ん
で
い
る
場
合
、
当
該
自
由

世
襲
借
地
を
有
す
る
者
が
市
長
達
の
許
に
来
て
、
そ
の
こ
と
を
彼
ら
に
訴
え
る
な
ら
ば
、
市
長
達
は
そ
の
居
住
者
に
対
し
、
八
日
以

内
に
当
該
自
由
世
襲
借
地
を
放
棄
す
る
よ
う
命
令
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
者
が
そ
う
し
な
い
場
合
、
彼
は
マ
イ
ン
ツ
を
四
半
年
間
去

る
べ
き
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
法
＝
権
利
で
も
っ
て
そ
こ
に
留
ま
る
べ
き
か
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

市
長
　

―　

都
市
参
事
会
は
、
「
世
俗
裁
判
所
」
の
管
轄
権
下
に
あ
っ
た
自
由
世
襲
借
地
を
、
「
不
法
占
有
」
が
起
き
た
場
合
、

そ
れ
を
契
機
に
自
ら
の
管
轄
権
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
。

（
二
（　

但
し
、
原
告
の
自
発
的
な
告
訴
が
必
要
で
あ
る
。
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一
一
三

〈
第
七
二
条
〉〔
中
央
教
会
裁
判
所
か
ら
の
市
長
の
世
俗
債
務
訴
訟
移
管
命
令
へ
の
拒
否
〕
（
Ｂ
第
九
一
条
、
Ｃ
第
八
八
条
（

同
じ
く
、
マ
イ
ン
ツ
に
定
住
し
、
ま
た
当
地
で
保
護
さ
れ
滞
在
す
る
平
信
徒
は
誰
で
あ
れ
、
彼
が
そ
の
他
の
平
信
徒
を
世
俗
債
務

に
関
し
て
教
会
裁
判
所
に
召
喚
し
た
場
合
に
お
い
て
、
召
喚
さ
れ
て
い
る
者
が
一
四
日
以
内
に
市
長
達
の
面
前
に
来
て
こ
こ
で
以
下

の
こ
と
―
―
そ
の
者
が
召
喚
さ
れ
て
い
る
原
因
で
あ
る
債
務
に
関
し
て
、
人
々
が
品
行
方
正
な
人
達
と
と
も
に
彼
の
こ
と
を
市
長
達

の
面
前
で
立
証
し
う
る
こ
と
―
―
に
服
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
を
召
喚
し
た
原
告
は
こ
の
こ
と
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

原
告
が
そ
れ
を
し
な
い
場
合
、
彼
は
一
ヶ
月
間
マ
イ
ン
ツ
を
去
り
、
必
ず
市
長
達
の
命
令
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
〔
＝

教
会
裁
判
所
〕
に
召
喚
さ
れ
て
い
る
者
が
市
長
達
の
面
前
で
証
拠
に
服
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
原
告
は
、
自
分
が
訴
訟
を
起
こ

し
た
所
で
訴
訟
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
（　

市
長
　

―　

都
市
参
事
会
は
、
「
中
央
教
会
裁
判
所
」
の
管
轄
権
下
に
あ
っ
た
世
俗
債
務
を
自
ら
の
管
轄
権
下
に
置
こ
う
と
し

て
い
る
。

（
二
（　

但
し
、
「
中
央
教
会
裁
判
所
」
で
の
被
告
に
よ
る
自
発
的
な
告
訴
（
召
還
日
か
ら
一
四
日
以
内
（
と
証
人
が
必
要
で
あ
る
。

〈
第
七
三
条
〉〔
首
席
司
祭
裁
判
所
か
ら
の
市
長
の
世
俗
債
務
訴
訟
取
下
げ
命
令
へ
の
拒
否
〕
（
Ｂ
第
九
二
条
、
Ｃ
第
八
九
条
（

同
じ
く
、
他
の
平
信
徒
を
世
俗
債
務
に
関
し
て
主
席
司
祭
の
面
前
に
召
喚
し
た
平
信
徒
は
誰
で
あ
れ
、
彼
に
対
し
、
市
長
達
が

一
四
日
以
内
に
命
令
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
当
該
告
訴
を
取
り
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
を
な
さ
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
マ
イ

ン
ツ
を
一
ヶ
月
間
去
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
必
ず
当
該
告
訴
を
取
り
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

市
長
　

―　

都
市
参
事
会
は
、
「
首
席
司
祭
裁
判
所
」
の
管
轄
権
下
に
あ
っ
た
世
俗
債
務
を
自
ら
の
管
轄
権
下
に
置
こ
う
と
し



史
淵　

第
百
四
十
九
輯
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

一
一
四

て
い
る
。

（
二
（　

市
長
は
、
召
還
日
か
ら
一
四
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
原
告
の
意
思
に
拘
ら
ず
取
下
げ
を
命
令
で
き
た
点
が
、
前
二
条
と
異

な
っ
て
い
る
。

〈
第
七
四
条
〉〔
謀
殺
の
立
証
〕
（
Ｃ
第
九
八
条
（

同
じ
く
、
故
意
に
殺
人
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
を
他
の
者
に
つ
い
て
立
証
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
天
上
の
諸
聖
徒
に
対
し
誓
う
誠

実
で
品
行
方
正
な
人
達
と
と
も
に
、
そ
の
有
罪
立
証
を
都
市
参
事
会
の
前
で
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
変
更
〕
「
立
証
し
よ
う
と
す
る
者
は
」
の
後
の
「
た
と
え
誰
で
あ
れ
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
二
（　

本
条
項
の
内
容
は
殺
人
に
関
す
る
第
九
条
で
既
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
一
で
あ
っ
て
、
証
人
二
名
の
必
要
性
が
改

め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

〈
第
七
五
条
〉〔
敵
意
か
ら
の
告
訴
〕
（
Ｃ
第
一
〇
七
条
（

同
じ
く
、
誰
か
あ
る
者
が
敵
意
か
ら
他
人
を
告
訴
す
る
こ
と
が
起
こ
る
場
合
、
そ
の
こ
と
が
証
言
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の

者
は
か
の
〔
告
訴
さ
れ
た
〕
者
が
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
同
じ
贖
罪
に
服
し
、
そ
れ
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

都
市
参
事
会
な
い
し
そ
の
多
数
部
分
の
判
定
に
従
っ
て
、
彼
〔
＝
告
訴
さ
れ
た
者
〕
の
た
め
に
不
名
誉
と
損
害
を
正
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

本
条
か
ら
雑
多
な
違
法
行
為
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
（　

〔
変
更
〕
「
起
こ
る
場
合
に
せ
よ
」
が
「
起
こ
る
場
合
」
に
変
更
さ
れ
た
。



『
マ
イ
ン
ツ
市
平
和
法
典
』
（
Ｄ
）
（D

as Friedensbuch der Stadt M
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)

）

一
一
五

（
三
（　

〔
変
更
〕
「
そ
の
こ
と
を
八
名
〔
委
員
会
〕
な
い
し
六
名
〔
委
員
会
〕
が
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
認
め
る
」
が
「
そ
の
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
」
に
変
更
さ
れ
、
「
八
名
〔
委
員
会
〕
な
い
し
六
名
〔
委
員
会
〕
が
底
意
な
く
言
い
渡
す
と
お
り
に
」
が
「
都

市
参
事
会
な
い
し
そ
の
多
数
部
分
の
判
定
に
従
っ
て
」
に
変
更
さ
れ
た
。

（
四
（　

「
八
名
〔
委
員
会
〕
な
い
し
六
名
〔
委
員
会
〕
」
は
都
市
参
事
会
内
の
委
員
会
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
変
更
に
よ
り
都
市
参

事
会
の
組
織
と
し
て
の
一
体
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

〈
第
七
六
条
〉〔
飲
食
強
要
〕
（
Ｃ
第
九
〇
条
（

同
じ
く
、
無
理
に
飲
食
を
強
要
（notten

（
し
た
者
は
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
一
ヶ
月
間
贖
罪
を
な
す
（verw

etten

（
べ

き
で
あ
り
、
〔
そ
の
後
、
〕
男
性
は
〔
マ
イ
ン
ツ
を
〕
去
る
べ
き
で
あ
り
、
女
性
は
〔
マ
イ
ン
ツ
に
〕
留
ま
る
か
去
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
変
更
〕
「
の
罪
を
宣
告
さ
れ
る
（verliesen

（
」
が
「
贖
罪
を
な
す
（verw

etten

（
」
に
変
更
さ
れ
た
。

（
二
（　

挙
証
手
続
き
の
規
定
は
な
い
。

〈
第
七
七
条
〉〔
『
法
典
』
遵
守
義
務
〕
（
Ｂ
第
五
五
条
、
Ｃ
第
五
四
条
（

同
じ
く
、
マ
イ
ン
ツ
に
居
住
し
、
ま
た
当
地
で
保
護
さ
れ
滞
在
す
る
者
は
す
べ
て
、
上
述
の
契
約
を
遵
守
し
、
こ
れ
に
違
反
す
る

者
は
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
如
く
に
、
贖
罪
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

「
契
約
」
と
は
『
平
和
法
典
』
の
全
条
項
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
（
Ｃ
（
段
階
で
の
全
居
住
者
の
契
約
で
は

な
く
、
市
長
な
ら
び
に
都
市
参
事
会
員
だ
け
の
契
約
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
参
事
会
員
以
外
の
居
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一
六

住
者
は
『
平
和
法
典
』
に
関
す
る
立
法
権
は
否
定
さ
れ
、
遵
守
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
。

〈
第
七
八
条
〉〔
世
俗
の
都
市
君
主
役
人
の
当
該
定
立
法
遵
守
義
務
〕
（
Ｃ
第
一
〇
九
条
（

同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
定
立
法
及
び
契
約
は
す
べ
て
、
〔
世
俗
〕
裁
判
所
の
存
在
に
も
拘
わ
ら
ず
世
俗
役
人
の
同
意
、
了
承
、
許
可

を
得
て
記
述
さ
れ
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
法
典
に
記
述
さ
れ
て
い
る
当
該
の
定
立
法
を
、
彼
ら
世
俗
役
人
は
す
べ
て
、
―
―

誓
約
に
代
わ
っ
て
世
俗
的
な
誠
実
で
も
っ
て
堅
約
し
た
通
り
に
―
―
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
本
法
典
に
記
述
さ
れ
て
い
る

当
該
定
立
法
の
う
ち
何
か
に
違
反
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
す
る
行
為
を
犯
す
場
合
、
彼
ら
は
そ
の
違
反
を
、
上
述
さ
れ
て
い

る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
正
し
贖
罪
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

一
三
五
二
年
以
来
、
世
俗
の
都
市
君
主
役
人
も
ま
た
本
法
典
の
す
べ
て
の
定
立
法
及
び
契
約
を
了
承
し
、
遵
守
す
る
こ
と

を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
法
典
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
違
法
行
為
に
関
し
て
市
長
裁
判
権
に
服
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

（
二
（　

但
し
、
市
民
と
異
な
り
彼
ら
は
、
誓
約
で
は
な
く
世
俗
的
な
誠
実
で
も
っ
て
遵
守
す
る
の
で
あ
っ
て
、
市
民
共
同
体
の
一

員
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

〈
第
七
九
条
〉〔
誣
告
〕
（
Ｓ
第
四
五
条
（

同
じ
く
、
市
長
の
面
前
で
他
人
の
虚
偽
を
非
難
す
る
者
は
、
二
シ
リ
ン
グ
を
失
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
新
条
項
〕
誣
告
を
さ
せ
な
い
た
め
の
担
保
条
項
で
あ
る
。



『
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一
一
七

（
二
（　

挙
証
手
続
き
の
規
定
は
な
い
。

〈
第
八
〇
条
〉〔
都
市
参
事
会
員
に
よ
る
特
別
遵
守
義
務
〕
（
Ｂ
第
五
八
条
、
Ｃ
第
五
七
条
（

同
じ
く
、
か
く
し
て
、
我
々
都
市
参
事
会
全
員
は
、
我
々
が
都
市
参
事
会
に
お
い
て
な
し
た
合
意
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
り
、
我
々

の
中
で
そ
れ
に
違
反
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
二
倍
の
刑
罰
に
服
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

こ
の
「
合
意
」
と
は
本
法
典
の
条
項
で
あ
り
、
唯
一
の
立
法
者
で
あ
る
都
市
参
事
会
員
は
特
に
重
い
遵
守
義
務
を
負
っ
て

い
る
。

（
二
（　

一
般
市
民
は
も
は
や
法
定
立
者
と
し
て
は
見
な
さ
れ
ず
、
単
に
法
典
遵
守
の
誓
約
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
に
止
ま
る
。

〈
第
八
一
条
〉〔
修
道
会
に
よ
る
都
市
自
由
の
承
認
〕
（
Ｂ
第
六
三
条
、
Ｃ
第
六
〇
条
（

同
じ
く
、
か
く
し
て
、
マ
イ
ン
ツ
に
あ
る
如
何
な
る
修
道
会
も
我
々
の
都
市
の
自
由
を
破
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
破
る
よ
う
企
て

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
た
行
為
を
な
す
い
か
な
る
修
道
会
も
、
都
市
の
平
和
の
中
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
一
（　

各
修
道
会
に
対
し
、
都
市
自
由
＝
特
権
を
承
認
す
る
よ
う
要
求
す
る
条
項
で
あ
る
。

（
二
（　

修
道
会
が
そ
れ
を
承
認
し
な
い
な
ら
ば
、
都
市
に
よ
る
保
護
は
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

〈
第
八
二
条
〉〔
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
村
住
民
の
扱
い
〕
（
Ｂ
第
四
九
条
、
Ｃ
第
四
八
条
、
Ｓ
第
六
四
条
（

同
じ
く
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
序
と
条
項
を
す
べ
て
、
我
々
は
マ
イ
ン
ツ
に
て
、
ま
た
、
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
が
あ



史
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一
八

ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
マ
イ
ン
ツ
と
し
て
法
に
服
す
る
場
合
に
は
、
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
に
て
も
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
（　

一
二
九
四
年
三
月
二
四
日
に
マ
イ
ン
ツ
市
は
、
南
隣
の
フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
村
の
封
主
で
あ
る
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ゲ
ル
ハ
ル

ト
二
世 G

erhard II. von Eppstein 

（
在
位
、
一
二
八
九
―
一
三
〇
五
年
（
の
承
認
の
下
、
従
来
の
受
封
者
で
あ
っ
た
有
力
な

帝
国
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
（H

ohenfels

（
よ
り
当
村
の
権
利
を
一
一
〇

マ
ル
ク
と
馬
一
頭
で
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
直
後
の
三
月
二
七
日
、
大
司
教
は
マ
イ
ン
ツ
市
民
共
同
体
の
代
表
者
と
し
て
の

二
名
の
都
市
参
事
会
員
に
、
当
村
を
そ
の
ブ
ド
ウ
酒
市
、
裁
判
権
及
び
す
べ
て
の
権
利
と
と
も
に
授
封
し
た
。
し
た
が
っ
て

マ
イ
ン
ツ
市
民
共
同
体
は
受
封
能
力
が
あ
る
と
大
司
教
に
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
（　

当
村
は
マ
イ
ン
ツ
市
民
共
同
体
の
封
で
あ
る
と
は
い
え
、
本
条
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
『
平
和
法
典
』
に
関
し
て
は
、

フ
ィ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
村
の
住
民
は
マ
イ
ン
ツ
市
の
臣
民
と
し
て
で
は
な
く
、
マ
イ
ン
ツ
市
民
と
同
等
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

〈
第
八
三
条
〉〔
フ
ェ
ー
デ
遂
行
者
の
市
長
調
停
の
拒
否
〕
（
Ｂ
第
四
〇
条
、
Ｃ
第
三
九
条
（

同
じ
く
、
二
名
の
マ
イ
ン
ツ
市
民
が
相
互
に
戦
争
（K

rieg

（
及
び
フ
ェ
ー
デ
を
行
っ
た
が
、
自
ら
和
解
し
よ
う
と
し
な
い
た
め

に
、
市
長
達
が
彼
ら
を
調
停
し
和
解
さ
せ
る
権
能
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
彼
ら
両
市
民
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
そ
の
和
解
を
破

棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
あ
る
い
は
両
者
共
に
マ
イ
ン
ツ
を
去
り
、
そ
の
者
あ
る
い
は
両
者
が
、
市
長
達
が
も
た
ら
し
た
和
解
を
遵

守
し
貫
徹
す
る
ま
で
の
期
間
、
市
外
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

遅
く
と
も
一
三
〇
〇
年
に
は
定
立
さ
れ
て
い
た
本
条
項
は
、
自
由
身
分
で
あ
る
市
民
が
本
来
行
使
し
て
も
よ
い
復
讐
権
・
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一
一
九

フ
ェ
ー
デ
権
を
、
市
長
が
そ
の
（
仲
裁
・
（
調
停
・
和
解
権
に
よ
り
抑
制
し
得
る
こ
と
を
示
す
条
項
で
あ
り
、
こ
の
調
停
・

和
解
権
に
こ
そ
市
長
裁
判
権
形
成
の
起
源
が
あ
る
。
マ
イ
ン
ツ
市
住
民
は
毎
年
行
う
自
発
的
な
「
平
和
誓
約
」
を
通
し
て
市

長
の
調
停
・
和
解
権
を
承
認
し
、
市
長
裁
判
権
の
形
成
に
与
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
二
（　

そ
の
一
方
で
一
五
世
紀
中
葉
に
お
い
て
す
ら
市
民
の
復
讐
権
・
フ
ェ
ー
デ
権
が
市
長
裁
判
権
に
よ
り
完
全
に
否
定
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
男
女
の
奉
公
人
を
処
罰
し
得
る
「
家
長
権
」
概

念
が
本
法
典
の
新
条
項
（
第
三
九
条
（
に
現
わ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
、
市
民
の
「
家
」
は
内
部
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
市
長
は
こ
う
し
た
「
家
」
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、
市
民
の
復
讐
権
・
フ
ェ
ー
デ
権
を
抑
制
し
、
自
ら
の
裁
判
権
の
強
化

を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
第
八
四
条
〉〔
市
長
に
よ
る
安
全
護
送
〕
（
Ｃ
第
八
条
（

同
じ
く
、
我
々
の
市
長
は
市
外
者
を
安
全
護
送
し
て
マ
イ
ン
ツ
市
に
送
り
届
け
て
よ
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
人
々
は
安
全
護
送
さ

れ
て
い
る
者
達
に
告
知
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
帝
国
ア
ハ
ト
を
科
さ
れ
て
い
る
者
、
及
び
当
市
に
対
し
て
略
奪
や
放
火
を
な
し
た

者
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
償
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
除
か
れ
、
そ
の
者
達
を
市
長
は
安
全
護
送
す
べ
き
で
も
な
い
し
、
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。

（
一
（　

モ
ネ
は
本
条
項
を
新
条
項
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
第
八
条
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
（　

〔
変
更
〕
『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
第
八
条
で
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
た
文
、
「
馬
に
乗
っ
て
〔
外
部
の
〕
会
議
に
出
か
け
る
我
々

の
市
長
や
そ
の
他
の
都
市
参
事
会
員
は
、
本
法
典
が
与
え
ら
れ
た
時
か
ら
聖
「
マ
ル
テ
ィ
ノ
」
の
祝
日
に
至
る
ま
で
」
が
、

本
法
典
で
は
「
我
々
の
市
長
は
」
に
略
さ
れ
て
い
る
。
市
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
一
年
ご
と
の
誓
約
法
（
＝
時
限
立
法
（
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〇

と
い
う
性
格
が
弱
ま
っ
て
い
る
。

（
三
（　

〔
変
更
〕
「
こ
れ
ら
の
事
件
が
償
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
」
が
付
加
さ
れ
、
安
全
護
送
さ
れ
る
対
象
が
増
加
さ
れ
得
た
。

〈
第
八
五
条
〉〔
罰
金
刑
に
よ
る
追
放
刑
・
市
内
禁
足
の
代
替
可
能
性
〕

同
じ
く
、
平
和
法
典
の
趣
旨
に
従
い
市
外
に
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
且
つ
既
に
〔
一
部
〕
贖
罪
を
な
し
た
か
こ
れ
か
ら
贖
罪
を
な

す
で
あ
ろ
う
者
に
あ
っ
て
は
、
―
―
そ
の
際
そ
の
者
が
市
外
に
い
る
べ
き
で
あ
る
の
が
い
か
な
る
時
で
あ
れ
―
―
在
任
中
の
市
長
は

事
件
や
そ
の
当
該
の
犯
罪
人
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
市
長
は
、
平
和
法
典
の
趣
旨
に
従
い
市
外
な
い
し
市
内
に
い

る
（uß der statt odir in der statt zu sin

（
べ
き
ど
の
者
に
対
し
て
も
、
一
月
に
つ
き
一
ポ
ン
ド
・
ヘ
ラ
ー
を
都
市
に
差
し
出
す
こ

と
を
命
じ
て
、
〔
そ
の
分
〕
市
外
な
い
し
市
内
に
い
な
く
と
も
よ
い
と
指
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
平
和
法
典
の

趣
旨
に
従
い
市
外
な
い
し
市
内
に
い
る
べ
き
者
は
誰
で
あ
れ
、
都
市
に
貨
幣
を
差
し
出
す
な
ら
ば
、
一
ポ
ン
ド
・
ヘ
ラ
ー
毎
に
一
月

を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
貧
し
き
者
も
富
む
者
も
す
べ
て
の
者
に
等
し
く
遵
守
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
何
人
に
対
し
て
も
底
意
を
も
っ
て
数
量
が
加
減
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
贖
罪
を
な
し
た
最
初
の
月
の
内
に

貨
幣
を
差
し
出
さ
な
い
者
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
も
価
値
が
あ
っ
て
、
し
か
も
欲
す
る
時
に
売
却
で
き
る
抵
当
を
差
し
出
さ
な
い

者
は
、
そ
の
後
直
ち
に
平
和
法
典
の
指
示
に
従
い
都
市
を
去
り
、
贖
罪
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
殺
害
は
例
外
で
あ
り
、
こ
れ

は
平
和
法
典
に
お
い
て
そ
れ
に
つ
き
記
さ
れ
て
あ
る
通
り
に
人
々
は
贖
罪
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
新
条
項
〕
市
外
追
放
刑
及
び
市
内
禁
足
刑
（
女
性
（
を
罰
金
刑
で
も
っ
て
軽
減
す
る
措
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
論
、

示
談
制
へ
の
後
退
で
は
な
い
が
、
刑
罰
の
意
義
の
後
退
、
つ
ま
り
市
長
　

―　

参
事
会
権
力
の
一
定
の
後
退
を
意
味
し
て
い
る
。

（
二
（　

但
し
、
殺
害
事
件
の
場
合
に
は
市
外
追
放
刑
（
謀
殺
で
は
五
年
間
、
過
失
殺
人
は
二
年
間
（
第
九
条
（
（
の
代
替
措
置
は
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一
二
一

認
め
ら
れ
ず
、
殺
害
事
件
が
特
に
重
大
視
さ
れ
て
い
る
。

（
三
（　

第
四
六
、
七
六
条
に
お
い
て
女
性
の
有
罪
人
に
科
さ
れ
る　

inne liegen

　

刑
が
本
条
項
の　

in der statt zu sin

（
＝
市

内
禁
足
（
刑
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〈
第
八
六
条
〉〔
ツ
ン
フ
ト
加
入
強
制
〕
（
Ｃ
第
一
〇
〇
条
、
Ｓ
第
六
三
条
（

同
じ
く
、
ツ
ン
フ
ト
に
加
入
し
て
い
な
い
者
は
、
そ
れ
に
加
入
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
者
は
、
一
二
九
名
〔
の
逃
亡
し
た

「
長
老
」
門
閥
〕
を
除
い
て
、
暴
力
に
よ
る
違
法
行
為
を
受
け
る
と
、
〔
ツ
ン
フ
ト
加
入
者
と
同
じ
仕
方
で
〕
訴
訟
が
行
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
一
二
九
名
が
暴
力
に
よ
る
違
法
行
為
を
受
け
る
と
、
彼
ら
は
ツ
ン
フ
ト
に
加
入
し
て
い
る
者
と
同
じ
仕
方
で
、
ま
た
、

旧
都
市
参
事
会
の
我
々
の
参
事
会
員
、
そ
の
傍
系
親
、
親
族
、
奉
公
人
と
同
じ
仕
方
で
、
訴
訟
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
参
事
会
員
以

下
の
者
も
暴
力
に
よ
る
違
法
行
為
を
受
け
る
と
、
ツ
ン
フ
ト
に
加
入
し
て
い
る
者
と
同
じ
仕
方
で
訴
訟
が
行
わ
れ
る
。

（
一
（　

『
平
和
法
典
』
に
基
づ
く
訴
訟
手
続
き
と
科
刑
と
を
保
証
す
る
こ
と
で
も
っ
て
都
市
住
民
に
ツ
ン
フ
ト
加
入
を
強
制
す
る

条
項
で
あ
る
。
立
法
者
が
ツ
ン
フ
ト
を
基
盤
と
し
た
「
ツ
ン
フ
ト
市
制
＝
都
市
体
制
」
の
確
立
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

（
二
（　

第
一
次
ツ
ン
フ
ト
　

―　

平
民
闘
争
時
の
一
三
三
二
年
に
逃
亡
し
た
「
長
老
」
門
閥
家
系
に
は
ツ
ン
フ
ト
加
入
は
強
制
さ
れ
て

お
ら
ず
、
彼
ら
の
特
権
的
地
位
の
維
持
に
よ
る
妥
協
が
図
ら
れ
て
い
る
。

〈
第
八
七
条
〉〔
自
ら
の
所
用
の
た
め
に
都
市
参
事
会
員
、
使
者
、
役
人
、
書
状
を
送
る
こ
と
の
自
弁
性
〕
（
Ｃ
第
一
〇
八
条
（

同
じ
く
、
我
々
の
市
民
の
中
で
、
自
ら
の
所
用
の
た
め
に
自
ら
と
共
に
二
名
な
い
し
三
名
の
都
市
参
事
会
員
が
馬
な
ど
に
乗
っ
て



史
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二
二

行
く
こ
と
を
我
々
の
都
市
参
事
会
員
に
対
し
請
い
求
め
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
〔
自
ら
の
所
用
の
た
め
に
〕
役
人
〔
を

派
遣
す
る
か
〕
、
さ
も
な
け
れ
ば
請
願
書
を
送
る
か
、
あ
る
い
は
使
者
を
文
書
無
し
に
派
遣
す
る
こ
と
を
市
長
達
に
請
い
求
め
る
者

は
誰
で
あ
れ
―
―
な
お
、
こ
こ
で
の
使
者
と
は
我
々
の
都
市
参
事
会
員
が
都
市
参
事
会
の
中
か
ら
〔
選
び
〕
授
け
た
者
、
役
人
と
は

市
長
達
が
授
け
た
者
、
書
簡
と
は
人
々
が
授
け
た
物
、
そ
の
他
、
使
者
と
は
人
々
が
授
け
た
者
で
あ
る
―
―
、
彼
な
い
し
彼
ら
が
そ

う
し
た
こ
と
を
請
い
求
め
た
時
は
、
す
べ
て
を
、
都
市
の
費
用
で
で
は
な
く
、
底
意
な
く
自
費
で
賄
う
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
我
々

の
市
民
が
略
奪
さ
れ
た
り
、
放
火
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
捕
ら
え
ら
れ
た
り
す
る
場
合
、
さ
も
な
け
れ
ば
暴
力
で
も
っ
て
害
さ
れ
る

場
合
は
除
く
。
こ
う
し
た
場
合
、
そ
の
意
志
が
あ
れ
ば
、
我
々
の
都
市
参
事
会
員
が
彼
ら
の
出
費
で
賄
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
変
更
〕
「
そ
れ
以
上
の
都
市
参
事
会
員
」
が
「
三
名
の
都
市
参
事
会
員
」
に
替
わ
り
、
「
私
用
」
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る

都
市
参
事
会
員
の
数
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
二
（　

市
民
の
た
め
に
「
公
費
」
で
都
市
参
事
会
員
、
使
者
、
役
人
、
書
状
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
当
該
市
民
が
略
奪
さ

れ
た
り
、
暴
力
に
よ
り
危
害
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

〈
第
八
八
条
〉〔
都
市
参
事
会
員
を
含
む
都
市
住
民
の
個
人
的
贈
与
の
禁
止
〕
（
Ｃ
第
一
一
一
、
一
一
二
条
（

同
じ
く
、
我
々
都
市
参
事
会
員
は
、
な
い
し
我
々
以
外
の
人
も
、
特
に
本
法
典
の
発
布
日
以
降
も
は
や
誰
か
あ
る
人
に
対
し
て
―

―
高
貴
な
人
で
あ
ろ
う
と
卑
し
い
者
で
あ
ろ
う
と
、
聖
職
者
で
あ
ろ
う
と
俗
人
で
あ
ろ
う
と
―
―
、
つ
ま
り
以
前
も
今
も
債
務
を

負
っ
て
い
な
い
人
に
対
し
て
は
、
開
廷
日
を
除
き
、
如
何
な
る
種
類
の
財
、
贈
与
物
、
な
い
し
貨
幣
を
も
―
―
少
量
で
あ
ろ
う
と
多

量
で
あ
ろ
う
と
―
―
与
え
る
約
束
や
堅
約
を
し
た
り
授
与
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
だ
が
、
我
々
あ
る
い
は
ま
た
我
々
の
中
の
多

数
部
分
が
我
々
の
都
市
参
事
会
に
出
席
し
て
、
か
く
し
て
我
々
が
誰
か
に
何
か
を
与
え
る
堅
約
な
い
し
約
束
を
す
る
場
合
、
そ
れ
は
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一
二
三

底
意
な
く
法
的
効
力
（vorgang

（
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
あ
る
い
は
我
々
の
中
の
多
数
部
分
が
共
に
我
々
の
都
市
参

事
会
で
議
事
を
終
え
た
時
に
、
議
事
の
終
わ
っ
た
我
々
の
都
市
参
事
会
に
お
い
て
我
々
に
よ
り
、
あ
る
い
は
特
に
我
々
以
外
の
誰
か

あ
る
者
に
よ
っ
て
、
誰
か
あ
る
人
に
対
し
―
―
高
貴
な
人
で
あ
ろ
う
と
卑
し
い
者
で
あ
ろ
う
と
、
聖
職
者
で
あ
ろ
う
と
俗
人
で
あ
ろ

う
と
―
―
何
か
あ
る
物
を
与
え
る
堅
約
な
い
し
約
束
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
―
―
そ
の
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
―
―
当
該
の
堅
約

は
、
他
の
何
に
も
ま
し
て
、
底
意
を
も
っ
て
効
力
な
い
し
影
響
力
、
さ
ら
に
は
法
的
効
力
を
有
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
獲
得
す
べ
き

で
は
な
い
。
ま
た
、
上
述
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
ら
定
め
ら
れ
た
条
項
、
項
目
並
び
に
事
項
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
我
々
は
野
鳥
獣
、

一
本
な
い
し
二
本
の
ブ
ド
ウ
酒
や
、
人
々
が
飲
食
で
き
る
同
様
の
物
を
一
個
な
い
し
二
個
を
除
外
す
る
が
、
そ
れ
は
底
意
あ
っ
て
の

こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
物
の
一
つ
や
そ
れ
以
上
が
誰
か
あ
る
人
に
送
ら
れ
る
か
贈
与
さ
れ
て
も
、
そ
の
人
は
そ
れ
ら
を
敬
意
を

も
っ
て
受
け
取
っ
て
も
よ
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
刑
罰
〔
条
項
〕
に
違
反
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
一
（　

モ
ネ
は
本
条
項
を
『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
第
一
一
一
条
と
し
か
関
連
づ
け
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
、
「
ま
た
、
上
述
さ
れ

て
い
る
」
（
一
一
行
目
（
以
下
の
規
定
は
『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
第
一
一
二
条
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

（
二
（　

債
務
返
済
、
慣
習
的
な
少
額
・
少
量
の
贈
与
及
び
都
市
参
事
会
に
よ
る
公
式
の
贈
与
を
除
き
、
都
市
参
事
会
員
を
含
む
都

市
住
民
は
個
人
的
に
金
品
を
贈
与
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
贈
与
に
よ
り
都
市
参
事
会
統
治
が
弱
ま
る
こ
と
を
阻
止

す
る
措
置
で
あ
る
。

〈
第
八
九
条
〉〔
都
市
フ
ェ
ー
デ
の
際
の
差
押
え
物
件
に
対
す
る
都
市
参
事
会
の
管
轄
権
〕
（
Ｂ
第
二
二
条
、
Ｃ
第
二
二
条
（

同
じ
く
、
都
市
が
フ
ェ
ー
デ
を
行
い
、
我
々
の
市
民
に
差
押
え
の
許
可
が
与
え
ら
れ
る
場
合
、
我
々
が
差
押
え
を
受
け
て
い
る
者

と
和
解
す
る
ま
で
の
期
間
、
人
々
は
当
該
差
押
え
物
を
市
長
達
に
引
き
渡
す
べ
き
で
あ
る
。
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一
二
四

（
一
（　

差
押
え
物
件
と
い
う
所
有
関
係
が
い
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
物
件
に
つ
い
て
は
、
都
市
フ
ェ
ー
デ
の
際
に
は
都
市
参
事

会
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
（　

大
司
教
の
「
世
俗
」
裁
判
所
が
留
保
す
る
民
事
関
係
の
管
轄
権
を
都
市
参
事
会
が
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

〈
第
九
〇
条
〉�〔
ム
ン
ト
ロ
イ
テ
保
持
の
禁
止
〕
（
Ｂ
第
四
二
条
、
Ｃ
第
四
一
条
、
Ｓ
第
二
三
条
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
ラ
ン

ト
フ
リ
ー
デ
（
一
二
三
五
年
（
第
九
条
、
ド
イ
ツ
王
ル
ー
ド
ル
フ
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
（
一
二
八
一
年
（
第
一
五
条
（

同
じ
く
、
マ
イ
ン
ツ
で
は
何
人
も
、
そ
の
者
に
仕
え
た
り
あ
る
い
は
贈
与
し
た
り
す
る
庇
護
民
（M

untlude

（
―
―
キ
リ
ス
ト
教

徒
で
あ
る
と
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
―
―
を
抱
え
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
誰
か
あ
る
者
が
人
々
か
ら
告

訴
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
は
自
己
の
宣
誓
で
雪
冤
す
べ
き
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
マ
イ
ン
ツ
を
四
半
年
間
去
り
、
且
つ
そ
の
後
、
都

市
参
事
会
の
多
数
部
分
が
言
い
渡
す
如
く
に
な
し
、
贖
罪
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

都
市
参
事
会
に
対
す
る
謀
反
的
行
為
に
直
結
す
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
に
、
一
三
〇
〇
年
定
立
の
『
平
和
命
令
』
で
は

ム
ン
ト
ロ
イ
テ
保
持
に
つ
い
て
両
市
長
に
糾
問
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

（
二
（　

違
法
的
意
図
の
存
在
の
証
明
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
被
告
に
単
独
雪
冤
宣
誓
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
逆
に
、
証
人
無

く
し
て
有
罪
証
明
が
な
さ
れ
得
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

〈
第
九
一
条
〉〔
戦
時
に
お
け
る
市
外
追
放
者
の
都
市
帰
還
〕
（
Ｂ
第
六
二
条
、
Ｃ
第
五
九
条
（

同
じ
く
、
都
市
が
公
然
か
つ
共
同
の
戦
争
を
行
う
場
合
、
違
法
行
為
を
理
由
と
す
る
都
市
贖
罪
の
故
に
市
外
に
い
る
我
々
の
市
民

は
、
―
―
殺
害
を
犯
し
た
者
だ
け
を
除
き
―
―
す
べ
て
、
こ
う
し
た
戦
争
が
継
続
す
る
間
、
マ
イ
ン
ツ
に
立
ち
返
る
こ
と
。
但
し
、
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一
二
五

都
市
参
事
会
の
多
数
部
分
が
こ
の
件
に
つ
き
決
定
に
至
る
場
合
に
限
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
市
長
が
彼
ら
に
退
去
命
令
を
下
す
場
合
、

彼
ら
は
再
び
退
去
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
期
間
、
外
部
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

マ
イ
ン
ツ
市
が
戦
争
状
態
に
入
っ
た
場
合
に
は
有
罪
の
市
外
追
放
者
を
も
共
同
体
的
な
軍
役
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
体
内
的
平
和
維
持
よ
り
も
対
外
的
平
和
維
持
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
措
置
を

行
う
に
は
都
市
参
事
会
の
多
数
決
決
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。

（
二
（　

殺
人
犯
だ
け
が
排
除
さ
れ
て
い
る
点
に
、
違
法
行
為
全
体
に
お
け
る
殺
害
事
件
の
重
大
視
が
見
て
取
れ
る
。

〈
第
九
二
条
〉〔
本
法
典
の
遵
守
義
務
〕
（
Ｂ
第
五
六
条
、
Ｃ
第
五
五
条
、
Ｓ
第
六
六
条
（

同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
序
、
違
法
行
為
や
贖
罪
の
条
項
を
遵
守
す
る
よ
う
、
我
々
の
市
長
は
全
員
で
あ
る
い
は
個
別
に
、
本
法
典
に

お
い
て
特
別
条
項
で
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
誓
約
で
も
っ
て
〔
人
々
に
〕
要
求
し
、
自
ら
命
令
す
べ
き
で
あ
る
。
誰
か
あ
る
者
が
そ

の
請
求
や
命
令
に
違
反
し
た
り
彼
ら
市
長
に
抵
抗
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
彼
ら
は
そ
の
こ
と
の
た
め
に
我
々
に
警
告
し
請
求
す
べ

き
で
あ
り
、
我
々
は
自
ら
の
力
に
応
じ
て
誠
心
誠
意
彼
ら
を
援
助
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

マ
イ
ン
ツ
市
に
居
住
す
る
者
、
滞
在
す
る
者
は
す
べ
て
（
「
序
」
（
本
法
典
の
遵
守
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
命

令
す
る
の
が
市
長
で
あ
る
。

（
二
（　

こ
の
件
に
関
す
る
市
長
命
令
へ
の
違
反
や
抵
抗
が
あ
っ
た
時
に
は
、
都
市
参
事
会
員
は
市
長
を
援
助
す
る
義
務
を
負
っ
て

お
り
、
最
終
的
に
都
市
参
事
会
が
『
平
和
法
典
』
関
係
の
諸
事
項
を
管
轄
す
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
。



史
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〈
第
九
三
条
〉〔
本
法
典
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
違
法
行
為
に
関
す
る
都
市
参
事
会
の
裁
判
権
〕

同
じ
く
、
我
々
の
あ
る
市
民
な
い
し
共
住
者
な
い
し
そ
の
他
の
者
が
―
―
彼
ら
が
如
何
な
る
者
で
あ
れ
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ

れ
―
―
、
本
法
典
に
記
さ
れ
て
い
な
い
何
か
放
埓
な
こ
と
や
違
法
な
こ
と
を
犯
し
た
り
、
な
し
た
り
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
れ
ば
、

都
市
参
事
会
な
い
し
都
市
参
事
会
の
多
数
部
分
は
そ
の
都
度
、
都
市
参
事
会
の
意
思
に
従
い
、
犯
さ
れ
た
当
該
の
行
為
や
違
法
な
こ

と
の
内
容
に
即
し
て
そ
れ
ら
を
贖
罪
さ
せ
、
罰
し
て
も
よ
い
。

（
一
（　

〔
新
条
項
〕
『
平
和
法
典
』
で
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
本
法
典
に
関
わ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
違
法
行
為
、
つ
ま
り
暴

力
や
名
誉
に
関
す
る
違
法
行
為
は
、
都
市
参
事
会
の
自
由
裁
量
に
よ
り
審
理
さ
れ
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
す

る
条
項
で
あ
る
。

〈
第
九
四
条
〉〔
都
市
参
事
会
に
よ
る
法
改
正
権
の
独
占
〕
（
Ｓ
第
六
七
条
（

同
じ
く
、
か
く
し
て
我
々
は
、
規
定
さ
れ
た
項
目
や
事
項
、
条
項
の
す
べ
て
な
い
し
各
々
を
、
事
の
原
因
や
事
情
に
応
じ
て
、
長

く
し
た
り
短
く
し
た
り
、
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
全
権
を
完
全
に
都
市
参
事
会
に
留
保
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
規
定
さ
れ
た

事
項
や
条
項
は
、
我
々
の
祖
先
や
我
々
が
そ
の
時
々
に
お
い
て
制
定
し
理
解
し
て
き
た
協
定
な
い
し
契
約
を
損
な
っ
た
り
妨
げ
た
り

し
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
ま
た
そ
の
一
部
は
そ
の
効
力
を
底
意
無
く
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
（　

〔
新
条
項
〕
す
で
に
『
平
和
法
典
』
（
Ｃ
（
第
一
〇
二
条
（
一
三
五
二
年
（
に
お
い
て
都
市
参
事
会
は
法
案
起
草
権
を
独
占

す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
た
が
、
『
平
和
法
典
』
（
Ｄ
（
の
本
条
項
に
お
い
て
都
市
参
事
会
が
法
改
正
権
を
も
独
占
す
る
こ

と
が
明
文
化
さ
れ
た
。
本
『
平
和
法
典
』
（
Ｄ
（
の
「
序
」
と
併
せ
て
、
都
市
参
事
会
に
よ
る
立
法
権
独
占
が
達
成
さ
れ
た
。



『
マ
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ツ
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（
Ｄ
）
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一
二
七

（
二
（　

但
し
、
本
法
典
の
条
項
は
、
改
正
後
の
条
項
も
含
ん
で
、
都
市
参
事
会
の
旧
来
の
協
定
、
契
約
に
反
し
た
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

（
完
（




